
泉南　　 国会通信アスベスト
早期救済

●大阪・泉南アスベスト国賠訴訟原告団 /弁護団
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

発行責任者　　弁護士　村松昭夫（06-6361-0309）第57号　2013年 12月 26日 ( 木 )

　

昨
日
（
25
日
）
の
大
阪
高
裁
判
決
（
２
陣
訴
訟
）
は
、
１
陣
訴
訟
大
阪
地
裁
判
決
（
平
成
22
年
５
月
）、
2
陣
訴

訟
大
阪
地
裁
判
決
（
平
成
24
年
３
月
）
に
続
い
て
、
三
度
、
泉
南
ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
に
対
す
る
国
の
責
任
を
明
確

に
認
め
ま
し
た
。
同
時
に
、「
産
業
発
展
の
た
め
に
は
い
の
ち
や
健
康
が
犠
牲
に
な
っ
て
も
や
む
を
え
な
い
」
な
ど

と
し
て
、
原
告
ら
の
請
求
を
す
べ
て
否
定
し
た
１
陣
大
阪
高
裁
判
決
を
、
理
論
的
に
も
事
実
認
定
で
も
全
面
的
に

否
定
し
、
１
陣
大
阪
高
裁
判
決
の
不
当
性
、
不
正
義
を
一
層
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。

　

２
陣
大
阪
高
裁
判
決
は
、
７
年
半
に
及
ぶ
審
理
の
集
大
成
で
あ
り
、
内
容
的
に
も
説
得
力
が
あ
り
、
こ
の
判
決

で
司
法
判
断
は
ほ
ぼ
決
着
し
ま
し
た
。

政治主導で上告断念と全面解決を！　

司法は、三度国を断罪、ボールは政治に投げられた

政
治
解
決
に
向
け
た
原
告
団
・
弁
護
団
の
要
望

①　

国
は
、
判
決
を
真
摯
に
受
け
止
め
、
上
告
断
念
を
！

　
　

→
司
法
判
断
は
ほ
ぼ
決
着
。
こ
れ
以
上
解
決
を
遅　

　
　
　

ら
せ
る
こ
と
は
人
道
上
も
問
題
で
す
。

②　

第
1
陣
・
第
2
陣
訴
訟
の
原
告
全
員
の
一
括
解
決　

　

を
！

　
　

→
こ
れ
以
上
、
解
決
を
見
ず
に
亡
く
な
る
原
告
を
増

　
　
　

や
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
！

③　

泉
南
地
域
（
岸
和
田
管
内
）
の
石
綿
紡
織
業
に
従
事

　

し
た
被
害
者
の
救
済

　
　

→
泉
南
地
域
の
「
地
域
ぐ
る
み
の
被
害
」
を
救
済
し

　
　
　

て
く
だ
さ
い
。




